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１５．特別支援学校

平成１８年６月の「学校教育法等の一部を改正する法律」の成立により、
平成１９年４月１日から特別支援学校制度に移行し、これまでの盲・聾

ろう

・
養護学校は、複数の障がい種別に対応できる特別支援学校となる。

１６．食育担当者

「食に関する指導計画」の作成や食に関する指導の内容・方法について
の研修、家庭や地域との連携・調整など、学校における食育を推進する
中心的な役割を担う者。平成１８年度から三重県の小中学校及び県立盲・
聾
ろう

・養護学校（平成１９年度より特別支援学校）の校務分掌に位置づけて
いる。

１７．食に関する指導計画

各学校における食育を学校教育活動全体の中で計画的、体系的、継続的
に推進するための指導計画。

１８．三重の地域食材を活用した学校給食献立事例集

三重県内の地域食材の紹介や、地域食材を活用した学校給食の献立例、
食に関する指導の取組事例などを掲載した冊子。

１９．ゲストティーチャー

学校などが、専門的な知識や技術などをもつ人材を講師として招く制
度。また、そのような講師。

２０．学校栄養職員

学校給食の栄養管理や衛生管理といった給食管理業務を担う職員。

２１．除去食

アレルギーの原因食品、例えば牛乳、果物、ゆで卵等を除いた食事。

２２．管理栄養士

栄養士や調理師を指導する立場にあり、一定規模以上の集団給食施設に
は、管理栄養士を置くことが法律によって義務づけられている。

栄養士法に基づき厚生労働大臣の免許を受けて、

①傷病者に対する療養のため必要な栄養指導
②個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を

要する健康の保持増進のための栄養指導
③特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身

体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする
給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等

を行うことを業とする者。
なお、栄養士は、栄養士法に基づき都道府県知事の免許を受けて、学校・

病院・施設・行政などにおいて、栄養の指導などに従事することを業とす
る者のこと。

２３．食事バランスガイド

栄養をバランスよくとるために、１日にとる料理の組み合わせと、おお
よその量をコマのイラストで示したもの。厚生労働省と農林水産省が共同
で、「フードガイド（仮称）検討会」を設けて検討を進め、平成１７年６
月に公表された。

２４．NPO 法人地産地消ネットワークみえ

地産地消を県民運動として進めていくことを目的として、各方面の有志
が中心となって平成１２年７月に立ち上げた民間組織。ニュースレターや
ホームページによる情報発信などを通じ、三重県内で地産地消運動を実践
する個人や団体、事業者をつなぐ、生産・流通・消費の架け橋として、活
動している。
NPO法人地産地消ネットワークみえホームページ

https://www.chisan-chisho.net/mie/

２５．みえ地物一番の日

毎月第３日曜日とその前日（土曜日）。地産地消運動の一環で、県産食
材に触れ、親しむことにより、その背景にある自然、文化、農林漁業の営
みなどについて、見つめなおしていただくためのキャンペーンとして、協
賛いただいている事業者により、三重県産食材がそれぞれの手法でＰＲさ
れている。
みえ地物一番の日ホームページ

http://www.pref.mie.jp/chisanm/hp/jimonoichiban/
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（食に関する感謝の念と理解）
第三条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関

わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなけれ
ばならない。

（食育推進運動の展開）
第四条 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、

地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図
りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。

（子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割）
第五条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを

認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性
を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなけれ
ばならない。

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践）
第六条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、

食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のた
めの活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければならない。

（伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献）
第七条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれ

た食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深
めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食
料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。

（食品の安全性の確保等における食育の役割）
第八条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることに

かんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、
食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を
図りつつ積極的に行われなければならない。

（国の責務）
第九条 国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）

第十条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方
公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（教育関係者等及び農林漁業者等の責務）
第十一条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）に関す

る職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下「教育関係者等」という。）は、
食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる
機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の
推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

２ 農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関する体
験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本
理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々
の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して
食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。

（食品関連事業者等の責務）
第十二条 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体（以下「食

品関連事業者等」という。）は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食
育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食
育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

（国民の責務）
第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ

とり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるも
のとする。

（法制上の措置等）
第十四条 政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措

置を講じなければならない。
（年次報告）

第十五条 政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなけ
ればならない。

第二章 食育推進基本計画等
（食育推進基本計画）

第十六条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進
基本計画を作成するものとする。

２ 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 食育の推進に関する施策についての基本的な方針
二 食育の推進の目標に関する事項
三 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項
３ 食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを内閣総

理大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
４ 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。

（都道府県食育推進計画）
第十七条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に

関する施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければ
ならない。

２ 都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議）は、
都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

（市町村食育推進計画）
第十八条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基

本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する
施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。

２ 市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市町村
食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

第三章 基本的施策
（家庭における食育の推進）

第十九条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、
健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を
学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識
の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達
段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものと
する。

（学校、保育所等における食育の推進）
第二十条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的

に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保
育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置
及び指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に
関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環と
して行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子
どもの食に関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓
発その他必要な施策を講ずるものとする。

（地域における食生活の改善のための取組の推進）
第二十一条 国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改

善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及
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二 食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
三 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

２ 前項第三号の委員は、非常勤とする。
（委員の任期）

第三十条 前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残
任期間とする。

２ 前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。
（政令への委任）

第三十一条 この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定
める。

[ 委任 ]
（都道府県食育推進会議）

第三十二条 都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の
作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことがで
きる。

２ 都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
（市町村食育推進会議）

第三十三条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及
びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。

２ 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

附 則
（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。

〔平成一七年七月政令二三五号により、平成一七・七・一五から施行〕

啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、
保健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育
等における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必
要な施策を講ずるものとする。

（食育推進運動の展開）
第二十二条 国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の

事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自
発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図りなが
らあまねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進
されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進
に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進
に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランティア
との連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）
第二十三条 国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者と

の信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解
と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生
産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等にお
ける利用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び
再生利用等必要な施策を講ずるものとする。

（食文化の継承のための活動への支援等）
第二十四条 国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化

等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その
他の必要な施策を講ずるものとする。

（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進）
第二十五条 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の

食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及
びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び
提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずる
ものとする。

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の
食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動について
の情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

第四章 食育推進会議等
（食育推進会議の設置及び所掌事務）

第二十六条 内閣府に、食育推進会議を置く。
２ 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関す

る施策の実施を推進すること。
（組織）

第二十七条 食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。
（会長）

第二十八条 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
２ 会長は、会務を総理する。
３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

（委員）
第二十九条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同
項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十七号に掲げる事項に関する事務及び同条第三項第
二十七号の三に掲げる事務を掌理するもの（次号において「食育担当大臣」という。）




